
　

別にご負担いただいております。

病院長

選定療養費（再診）につきまして

症状が安定した患者様には「かかりつけ医」へ紹介を申し出させていただいて

おりますが、引き続き、自己の選択で当院を受診される場合、保険診療分とは
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